
 

．受入先との確認事項並びにリスク対応・就職との関係 

による調整事項・内容は，トラブル・誤解等を防ぐため，書面で確認するこ

（イ）確認文書の種類・内容 
の事例は次のとおり。 

趣旨・目的 

 

ル 
 

    

受入先の役割・義務 

 
属 

の対応・責任（事故，災害，ハラスメント等） 等 
    ③

の就業規則等の遵守  

任 
 

   ◆ ては，大学が受入先に提示することが多い。 

しての効力を有す。 

《文書確認の事例》 

３

（１）受入先との確認事項 
（ア）確認事項の整理 

◆ 大学と受入先間

とが重要。 

  ◆ 確認文書の種類と内容

   ① 実施要綱，実施要領 
・ インターンシップの

・ 実施時期・期間 
・ 対象学年 

 ・ 受講要件 
 ・ スケジュー

 ・ 注意事項  等

② 覚書，契約書 
・ 大学・学生・

・ 受入学生名・学年 
・ 受入時期・期間 
・ 実習内容 
・ 経費・報酬

・ 研修成果の帰

・ 事故・トラブルへ

 誓約書 
     ・ 受入先

・ 守秘義務の遵守 
・ 事故・怪我等の責

・ 保険等への加入  等

①実施要綱，実施要領につい

   ◆ ②覚書，契約書については，大学と受入先で取り交わすことが多い。 
   ◆ ③誓約書については，学生が受入先に提出することが多い。 
   ◆ 書面内容が一定の契約条項を記載したものであれば，契約書と

 

北海道大学 
・ 受入先と文書（覚書）で研修に関する取り決めをしている。あらかじめ大学で雛形を用

・

意している。また，企業等の要望に応じて，受入先が作成した文書で取り決めを締結。 
 あらかじめ守秘義務等の取り扱い，誓約書の提出の有無等を確認。 

京

と文書（覚書）でインターンシップに関する取り決めを行なっている。あらかじ

都橘大学 
・ 受入先

め大学で雛型を準備し，受入先の要望により，内容の追加・変更等を行なっている。 
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・ 学生から受入先事業所に誓約書（守秘義務等）を提出。 
同

を文書（覚書）で研修に関する取り決めをしている。雛形については，あらかじ

・ 書の提出を義務付け。 

志社大学 
・ 受入先

め大学で準備し，必要に応じて内容の追加・変更を行う。また，場合によっては受入先が

準備した文書（覚書）を使用。 
 学生には，受入機関に対し誓約

 

２）リスクへの対応 

 リスクは次のとおり。 

中に被災した事故の場合。 

の機械・設備・什器・備品等を破損した場合，商取引の妨害をし

③ 機密の漏洩 
た秘密情報等を実習先内外に漏洩した場合。 

 （イ）

の事故，学生の故意・重過失等による，学生の怪我等は基本的に学生個人の責任。 

 確認文書の事例（名古屋工業大学） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（

（ア）リスクの種類 
  ◆ 実習中の主な

    ① 学生が被災する事故 
       学生が実習中や通勤

② 学生の行為による損害 
   学生が実習中に実習先

た場合。 
学生による

   学生が実習先で知り得

責任の所在 
◆ 学生 
・ 偶然
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   ◆

，覚書等で特に定めがない限り，大学の指導・管理責任が問われるケースは限定的。 
    

   ◆ 

での実習中の指導不足，不適切な指導，機械・設備等の不適正管理等がない限り，

・ 属関係等がある場合は，労働基準法等が適用され，労災保険

    ・ ・学生にかかわらず注意が必要。 

損害が発生してからでは，必ずしも十分な対応ができないため予防策の検討が重要。 

あるため，誓約書の中で守

    ・

リスク分類 内     容 予   防   策 

 大学 
・ 契約

・ 大学による学生への，極端に危険な受入先への派遣，事前研修での危険性等に関する指導

の不徹底等がない限り，大学の責任とはならない。 
受入先 

・ 受入先

受入先の責任とはならない。 
 受入先と学生との間に使用従

の加入義務，使用者責任等が発生。 
 セクシャルハラスメント等は従業員

 （ウ）予防・対応策 
   ◆ 予防策 
    ・ 怪我や

    ・ 受入先と十分な協議をしたうえで予防策をとることが必要。 
    ・ 機密の漏洩予防策については，企業等にとっては重大な問題で

秘義務を明示し，学生と取り交わすことが必要。 
 リスクとその予防策は次の表のとおり。 

 

① 
学生が被災 

学生が通勤中や実習中に被災する事故 

転倒  等 
する事故 

 ・ 通勤中の交通事故 
 ・ 作業中の事故 
 ・ オフィス内での

② 
の行為 

の怪我 

学生

による損害 

学生が実習中に受入先の備品等を破損

した場合，第三者に怪我を負わせた場

合，商取引の妨害となる場合 
 ・ 備品等の破損 
 ・ 従業員・顧客等

 ・ 売上上の損出  等 
③ 

による 
情報等を

る情報 

ス情報  等 

・ 事前 指導の

・ ク等に関するＱ＆Ａの作成 

・ への加入 
分な確認調整

・ 先内での各種相談窓口

学生

機密の漏洩 

学生が受入先で知り得た秘密

社内外に漏洩する場合 
 ・ 新製品開発に関す

 ・ 人事情報 
 ・ ファイナン

研修等での注意事項・

徹底 
 リス

・ 学生の能力・適正等に合う，業務

への派遣 
 各種保険

・ 大学と受入先との十

・ 文書での責任・守秘義務・知的財

産権の帰属，ハラスメント等に関す

る取り決め 
 大学，受入

の設置  等          

 
  ◆ 事後の対応策 

る事故，学生の行為による損害に関しては，事故等が起きた場合，基本的に

◆ 備えた保険 
  我・損害等に備えた保険を整理すると次の表のとおり。 

 

・ 学生が被災す

保険で対応。 
怪我・損害等に

 ・ インターンシップに係る怪
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企    業    等 

・ 適用される保険は，雇用とみなされる場合とみなされない場合で異なる。 
 
    費用負担者 
リスク分類 

学   生 
雇用と見なさ れない場合れる場合 雇用と見なさ

① 
学生が被災する事故 

傷害保険 労働者災害保険 施設賠償責任保険 

受入先の 
損害 

個人賠償責任保険 財産保険 財産保険 
② 
学 生 の

第三者の 
個人賠償責任保険 施設賠償責任保険 施設賠償責任保険 

行 為 に

よ る 損

害 損害 

 
３）就職・採用との関係 

は大学教育の一環で実施するものであり，就職・採用を前提とした調整は

◆ 生がインターンシップ受入先に就職する事例や，採用の際の評価材料に活用

◆ 採用活動とは無関係としているケースが一般的。 

《平成２１年度大学，短期大学及び高等専門学校卒業予定者に係る就職に関する要請 

を促す観点から，重要な意義を有するインターンシ

ッ

けられた就業体験であり，採用選

考

（

   ◆ インターンシップ

望ましくない。 
 結果として，学

する事例がある。 
 受入先においても

 

（平成２０年１０月就職問題懇談会)》 
学生の職業観の育成や学習意欲の喚起

プについて，積極的に受け入れていただきたいこと。 
ただし，インターンシップは，教育の一環として位置付

と直結した受入れは本来の趣旨にそぐわないものであることに留意していただきたいこ

と。 
 

 
《インターンシップと就職との関係の事例（大学）》 

立命館大学 
・ 全学インターンシップ・プログラムや同じく全学型のコーオプ教育プログラムでは，本

・ 判断のもとに，従来，応募の時点で大

学の「インターンシップ基本理念」，「インターンシップ基本方針」を基に，リクルート（採

用活動）と関係するものについては，本学の主旨が損なわれる可能性があるため，大学を

介した募集・手続きを行わないものとしている。 
 リクルートと関係するものについては，大学での

学を介さない自由応募の形として，大学側では必要に応じて広報のみ行ってきたが，イン

ターンシップを取り巻く環境変化を受けて，平成２１年度よりインターンシップの主旨理

解や企業研究手法などを盛り込んだ事前研修を実施している。 
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京都橘大学 
・ 「学習と体験の場」として位置づけ，採用活動及び労働の場としてのアルバイトと切り

離している。基本的に実際の就職には，結びついていない。 
（ただし，受入先事業所への就職は皆無ではない。） 

 
《インターンシップと就職との関係の事例（企業）》 

採用との関係はない。 

 

3%

33.6% 61.3%

1.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

インターンシップと新規学卒者採用選考との関連（企業調査）

参加時の評価が
採用に直結する

参加の有無や評価を
参考にする

参加の有無や評価は
一切関係ない

無回答

 
（出典）厚生労働省「インターンシップ推進のための調査研究委員会 報告書」（平成 17 年 3 月）
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